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介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について  

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、濃厚接触者となった医療従事者については、緊急的な対応として、

ワクチンを追加接種（３回目接種をいう。以下同じ。）済みである等の要件

を満たす限りにおいて、医療に従事することが可能であることが「医療従事

者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」（令和３年８

月 13日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡、令

和４年３月 16日一部改正）において示されています。  

今般、厚生労働省老健局より、医療従事者に対する対応を参考に、新型コ

ロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であっ

て外部からの応援職員の確保が困難な施設に限り、入所者に必要なサービス

が提供されるための緊急的な対応として、濃厚接触者となった介護従事者

が、一定の要件及び注意事項を満たす限りにおいて、介護に従事することは

不要不急の外出に当たらないとする取扱も可能とする旨の事務連絡が示され

ました。  

 

【要件】  

○新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施

設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護従

事者であること。  

○他の介護従事者による代替が困難な介護従事者であること  。  

○新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後 14日

間経過した後（ただし、２回目接種から６か月以上経過していないため

に追加接種を実施していない場合には、２回接種済みで、２回目の接種

後 14日間経過した後でも可）に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚

接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。  

○無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査（当該検査

による実施が困難である場合は、抗原定性検査キットも可）により検査

を行い、陰性が確認されていること。  

〇濃厚接触者である当該介護従事者の業務を、所属の管理者が了解してい

ること。  

○感染制御・業務継続支援チーム等により、以下を事業所として実施する

体制が確認されていること。  



・  当該介護従事者の健康状態（無症状であること等）の確認  

・  当該介護従事者に係る適正な検査（検体採取・結果判定、検査キット

の確保等）  

・  施設内の感染拡大を防ぐための対策（防護具の着脱、ゾーニング、衛

生管理等）  

 

 

当該事務連絡では注意事項等も示されておりますので、詳細は、別添資料をご参

照下さい。 

つきましては貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、貴

会管下郡市区医師会及び会員への周知方につきご高配賜りますようお願い申し上

げます。 

 

記 

（添付資料） 

○「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応につい

て」の周知について  

（令4.3.16 事務連絡 老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、

老人保健課） 

以上 



 

事 務 連 絡 

令和４年３月１６日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

 厚 生 労 働 省 老 健 局 認 知 症 施 策 ・ 地 域 介 護 推 進 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」の

周知について 

 

新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々ご尽力及びご協力を賜

り厚く御礼申し上げます。 

今般、医療従事者に対する対応を参考に、今般、新型コロナウイルス感染症患

者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等（特別養護老人ホーム、介護老人

保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期

入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。）であって

外部からの応援職員の確保が困難な施設に限り、入所者に必要なサービスが提供

されるための緊急的な対応として、濃厚接触者となった介護従事者が、下記の要

件及び注意事項を満たす限りにおいて、介護に従事することは不要不急の外出に

当たらないとする取扱も可能とする旨をお示しすることとし、別添のとおり、「介

護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」（令和４年

３月16日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部ほか連名事務連

絡）を都道府県等に対して発出しました。 

つきましては、今後各自治体から周知される取扱を踏まえ、ご対応いただけ

るよう、貴会会員に対しての周知をお願いいたします。 

 

【別添】 

「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」（令

和４年３月 16 日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部ほか連

名事務連絡） 
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抗原定性検査キットを利用する方へ 
 
 
 
１ 使用にあたって 

 
"Ç  あらかじめ検査に関する注意点、使い方等を勉強してから
 
̂*	Q

	ð
±	�	=	���  
 

�B
Þ
…�C
^
*	*	Ý	�	J�?
�
!��
ž	�	Í�‰  


0	ã	-�¯	*
v
W	�	J�N	³�¹	Ó	)
^
*	Á�¦	'�Ï
�
!�O	*
8	�	%���Ð	Ç�Ì�î


D	�
0	ã	-	•�4	’	Œ�4	j 	&
�	ë	�	J �:�(�% 
‡�k 	Q
Þ
…	*	�	J	'	'	A	*��
Ú

�2
·	-�c
¹
§
›	*			�	J
ž	÷	Í	ç	C
ž	÷	�	J	_	u	z	Q�2�W	�	J	“�4	]�4	-


€�y	�	J	ƒ	¥	‡	ž	u	z 	C	ÿ
º	ñ
®	Q
Ñ	�
¨ 
s ��	ö
p	�	�	±	&�� 
^
*	Q	ð
±

	�	%	�	�	�	���  

�Ð	Ç�Ì�î
D	Ý	ô�½�Å  
�K�W�W�S�V�������Z�Z�Z���P�K�O�Z���J�R���M�S���V�W�I���V�H�L�V�D�N�X�Q�L�W�V�X�L�W�H���E�X�Q�\�D��������������

���������B�������������K�W�P�O 

 
 "È 鼻腔ぬぐい液を、自分で採取して
^
*	Q	·	�	=	���  
 

�í</�?�})e�¬�†>0 cm&ì�Ø��
°�K�
  
>3�G3?�I�O�
>3&Ê&ì�Ø7ü*(�K�r�M��  
 
 
 
 

２ 一般的な検査手順と留意点 
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※他者による検体採取は感染等のリスクを伴う可能性があり、また、鼻咽頭（鼻

の奥）ぬぐい液の自己採取は危険かつ困難であるため、鼻腔ぬぐい液の自己採

取によって行います。 

 

＜試料調製＞ 

① 採取後ただちに綿棒をチューブに浸す 

② 綿棒の先端をつまみながら、チューブ内で綿棒を 10 回程度回転

させる 

③ 綿棒から液を絞り出しながらチューブから綿棒を取り出し、綿棒を

破棄する 

④ 各キットに付属する蓋（フィルター、ノズル、チップ等）をチューブ

に装着する 

⑤ 製品によってはそのまま一定時間静置する 

 

＜試料滴下＞ 

① チューブから数滴（製品により異なる）、キットの検体滴下部に滴

下する 

② 製品毎に定められた時間 (15 分～30 分程度）、キットを静置す

る 

 

＜結果の判定＞ 

 判定の方法については、各製品の添付文書 に加えて、判定結果を

示している実際のキットの写真が含まれている各製品のパンフ

レット、動画資料等を確認してください。 

 試料の滴下を行ってから判定を行うまでの時間は、製品毎に異な

ります。指定された時間を過ぎた場合、キット上に表示される結

果が変わることがありますので、各製品の添付文書を確認し、特

に陰性と判定する場合には、必ず指定された時間で判定してくだ

さい。（陽性の判定については、指定された時間の前でも可能なキ

ットもあります。） 

 キット上に表示される結果が明瞭でなく、判定が困難な場合には、

陽性であった場合と同様に取り扱ってください。 

 抗原定性検査の結果を踏まえて被験者が感染しているか否かに

ついての判断が必要な場合は医師に相談してください。 
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３ 検査後の対応 

 

判定結果 対 応 

陽性 ・速やかに医療機関を受診してください。 

陰性 ・10 日目までは、当該業務への従事以外の不要不

急の外出はできる限りさけるとともに、引き続

き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的

な感染対策を続けてください。 

 

 

４ 抗原定性検査キットの保管等 

 

区分 取扱い方法 

保管方法 常温（冷蔵保存の場合は、使用前に室温に戻してか

ら使用） 

廃棄方法 

 

ご家庭等で使用したキット（綿棒、チューブ等を含む）

を廃棄するときは、ごみ袋に入れて、しっかりしばっ

て封をする、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破れ

ている場合は二重にごみ袋に入れる等、散乱しないよ

うに気を付けてください。 

参考：新型コロナウイルスなどの感染症対策としての

ご家庭でのマスク等の捨て方（リーフレット） 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infec

tion/leaflet-katei.pdf 
 

 

 




